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自転車に乗る前におとなと一緒に
自転車の点検整備をしよう。

ヘルメットをかぶりましょう。
事故のときに頭を守ってくれます。

※道路交通法では保護者が
13歳未満の子どもに対し、
ヘルメットを着用させることを求めています。
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歩いている人に気をつけて、歩道の
車道寄りをゆっくりとはしりましょう。
歩道がないところは、道路の左端を
はしりましょう。
※13歳未満の子どもは、
「歩道通行可」を示す標識等が
ない場合でも自転車で歩道を
通行することができます。

交
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点
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信号を守りましょう。
信号が青になれば、左右と後ろの
安全を確かめてから渡りましょう。
信号がない交差点でも、止まって
左右と後ろの安全を確認しましょう。
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暗くなったら必ずライトをつけて、
他の人や車に存在をわかってもらいましょう。

小学生・保護者の方へ
しょう がく せい
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保　護　者　の　方　へ
〇自転車保険の加入
自転車利用者（未成年者の場合は保護者）は、大阪府自転車条例により、自転車保険に加入しなければなりません。
自転車事故で加害者となり、数千万円の賠償金を払わなければならない場合があります。この賠償責任は、未成年者であっ
ても免れません。

〇ヘルメットの着用
子どもは、成人と比べて、体に対して頭が大きく、転倒時に頭部を打つことが多くなります。万が一に備えて子どもにヘルメッ
トをかぶらせるように努めましょう。

〇子どもに電動アシスト自転車を運転させる際の注意点
・電動アシスト自転車は普通の自転車と比べ重たいので、両足がしっかりと地面に着くようサドルの高さを調整しましょう。
・思わぬ急発進により転倒や衝突をする可能性があるので、特に発進時はペダルを強く踏み込みすぎないようにしましょう。

〇子どもにルールを教えましょう
・子どもは、保護者を見て成長するため、まず保護者自身が交通ルールを守り、交通マナーを高めましょう。
・交通安全について、普段から子どもと話し合いましょう。
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大阪府では、自転車条例普及推進員（事業連携協定を締結している保険会社等の社員）と連携して、
地域、学校、企業等向けに自転車安全講習会を実施しております。詳細は道路環境課まで。

大阪府 自転車条例 検索

大阪府都市整備部交通道路室道路環境課「大阪府自転車条例」総合窓口　TEL：06-6944-6736編集発行・お問合せ先


